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湯沢町自立プランがまとまりました ・・・・・２～３
平成１９年度狂犬病予防集合注射のご案内 ・・・・４
平成１９年度克雪すまいづくり支援事業 ・・・・・５
児童手当制度が拡充されましたほか ・・・・・・・６
町施設管理場所の変更についてほか ・・・・・・・７
年１回は検診を受けましょう ・・・・・・・・８～９
妊産婦の医療費助成についてほか ・・・・・・・・１０
湯沢町介護予防事業のご案内 ・・・・・・・・・・１１
湯沢消防署からのお知らせ ・・・・・・・・・・・１２
お知らせ ・・・・・・・・・・・・・・・・１３～１８
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第１４５０号

わたしたちのねがい
美しい自然につつまれた雪のまち湯沢
清らかな愛情あふれるまち
すこやかな活力みなぎるまち
さわやかな誰もが訪れたいまち
みんなで力をあわせ
豊かで明るく住みよい
文化の香り高いまちをつくりましょう

湯
沢
町
町
民
憲
章

広報
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平成１９年４月２２日

 
指
定
さ
れ
た
投
票
所
へ 

今
回
の
選
挙
の
投
票
所
は
、
次

の
表
の
と
お
り
で
す
。
入
場
券
を

持
参
し
て
、
指
定
の
投
票
所
で
投

票
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
今
年
度
の
選
挙
よ
り
、
投

票
所
が
従
来
の
町
内　

か
所
か
ら
、

１１

　

か
所
と
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
に

１０よ
り
、
投
票
所
が
変
更
と
な
っ
た

地
区
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
投

票
に
行
く
方
は
も
う
一
度
、
入
場

券
に
記
載
さ
れ
た
投
票
所
を
確
認

し
、
お
間
違
い
の
な
い
よ
う
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
投
票
所
が
同
じ

で
も
、
投
票
区
の
番
号
が
変
わ
っ

た
地
区
も
あ
り
ま
す
。
あ
わ
せ
て

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

湯沢町議会議員一般選挙
投票所の一覧 

投票所投票区

湯沢町公民館浅貝分館第１１投票区

二居集会所第１２投票区

三俣小学校第１３投票区

神立小学校第１４投票区

湯沢中学校第１５投票区

土樽小学校第１６投票区

滝之又会館第１７投票区

松川生活改善センター第１８投票区

湯沢町公民館第１９投票区

湯沢小学校第１０投票区

午前７時開所　午後８時閉鎖
（第 1・２・３・８投票区は午後７時閉鎖）

あなたの一票を大切あなたの一票を大切にに 湯
沢
町
議
会
議
員
一
般
選
挙
の
投
票
日
、
４
月　

日
を
迎
え
ま
し
た
。

２２

全
国
的
に
選
挙
の
投
票
率
の
低
下
が
問
題
と
さ
れ
る
昨
今
で
す
が
、
こ
の

湯
沢
町
の
町
議
選
で
は
、
平
成
と
な
っ
て
か
ら
の
こ
こ
４
回
の
選
挙
で
見

て
も
、
投
票
率
が　

％
を
下
回
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
だ
け
町

８５

民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
よ
り
身
近
な
選
挙
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

そ
の
中
で
特
に
今
回
は
、
定
数
が
前
回
の　

人
か
ら　

人
へ
と
変
わ
り

１６

１２

ま
し
た
。
今
ま
で
よ
り
少
な
い
人
数
の
代
表
者
に
、
湯
沢
町
の
未
来
を
託

す
選
挙
と
な
り
ま
す
。
有
権
者
の
皆
さ
ん
は
棄
権
す
る
こ
と
な
く
、
自
分

の
一
票
を
大
切
に
投
票
し
ま
し
ょ
う
。
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本
日
は
湯
沢
町
議
会
議
員

一
般
選
挙
の
投
票
日
で
す

開
票
は
午
後
９
時
か
ら
湯
沢
カ
ル
チ
ャ
ー
セ
ン
タ
ー
で
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�
観
光
と
他
産
業
の
交
流
の
推
進

地
産
地
消
や
農
業
体
験
、
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ
ス
と
観
光
を
結
び
つ
け
た
地
域
内
循
環

型
の
産
業
構
造
の
推
進
を
図
る
。

�
自
然
環
境
の
保
全
と
資
源
の
保
護
と

　

立
地
条
件
を
生
か
し
た
施
設
整
備

新
潟
県
の
表
玄
関
と
し
て
の
恵
ま
れ
た
立
地
条
件
を
生
か
し
、
県
内
の
観
光
情
報

や
地
域
物
産
の
総
合
案
内
施
設
の
設
置
を
検
討
す
る
。（
運
営
方
法
等
）

�
歴
史
文
化
資
源
の
活
用

地
域
の
歴
史
文
化
を
再
発
見
し
、
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
を
図
る
。

�
人
的
資
源
の
発
掘
、
育
成

観
光
ガ
イ
ド
や
わ
ら
細
工
・
竹
細
工
の
伝
承
者
の
発
掘
育
成
を
図
る
。

�
健
康
福
祉
と
連
携
す
る
誘
客

健
康
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
温
泉
と
食
を
活
用
し
た
新
た
な
誘
客
を
図
る
。

�
学
校
教
育
と
連
携
す
る
誘
客

林
間
学
校
を
対
象
と
し
た
メ
ニ
ュ
ー
の
作
成
。
ま
た
、合
宿
情
報
の
共
有
化
に
よ
る

練
習
試
合
や
発
表
の
場
を
設
け
他
の
地
域
と
の
差
別
化
を
図
る
。

�
ス
ポ
ー
ツ
文
化
芸
術
活
動
と
連
携
す
る
誘
客

ジ
ョ
ギ
ン
グ
・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
コ
ー
ス
の
案
内
表
示
・
コ
ー
ス
マ
ッ
プ
の
作
成
や

湯
沢
の
四
季
を
テ
ー
マ
に
し
た
写
真
等
コ
ン
テ
ス
ト
を
開
催
し
誘
客
を
図
る
。

�
効
果
的
な
P
R
活
動
と
サ
ー
ビ
ス

新
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
作
成
、
Ｆ
Ｃ
（
フ
ィ
ル
ム
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ン
）
組
織
の
立
ち
上
げ
。

町
民
挨
拶
運
動
へ
の
取
り
組
み
、
学
校
・
行
政
・
職
場
・
町
内
で
の
実
施
。

昨
年
９
月
よ
り
、
自
立
プ
ラ
ン
策
定

委
員
会（
一
般
町
民
委
員　

人
、役
場
職

３０

員
委
員　

人
、計　

人
）に
よ
り
策
定
を

２３

５３

進
め
て
い
た
、「
湯
沢
町
自
立
プ
ラ
ン
」

が
３
月　

日
に
開
催
さ
れ
た
自
立
プ
ラ

１６

ン
策
定
委
員
会
で
ま
と
ま
り
ま
し
た
。

こ
の
自
立
プ
ラ
ン
は
、
町
村
合
併
を

せ
ず
、
自
立
し
て
い
く
湯
沢
町
の
今
後

に
つ
い
て
、
町
民
と
行
政
（
役
場
）
が

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
関
係
を
築
き
な

が
ら
、お
互
い
の
知
恵
と
工
夫
で
、町
民

参
加
の
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の

提
言
で
す
。

具
体
的
な
提
言
に
つ
い
て
、
次
の
と

お
り
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

湯
沢
町
自
立
プ
ラ

湯
沢
町
自
立
プ
ラ
ンン　
�
�
�

町
民
参
加
の
町
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
の
提
言
と
し
て�
�
�

�
指
定
管
理
者
制
度
の
活
用

公
共
施
設
の
管
理
の
あ
り
方
を
検
討
し
制
度
の
活
用
を
図
る
。

�
定
員
管
理
の
適
正
化
と
人
材
の
育
成

組
織
の
合
理
化
、
計
画
的
な
職
員
数
の
削
減
と
職
員
資
質
の
向
上
を
図
る
。

�
公
共
工
事
の
入
札
及
び
契
約
の
適
正
化

一
般
競
争
入
札
制
度
を
導
入
し
、談
合
防
止
と
公
共
事
業
の
コ
ス
ト
削
減
を
図
る
。

経
済
活
性
化
へ
の
提

経
済
活
性
化
へ
の
提
言言

行
政
へ
の
提

行
政
へ
の
提
言言
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�
自
然
環
境
の
保
全
と
資
源
の
保
護

湯
沢
町
自
然
環
境
保
護
（
保
全
）
条
例
を
制
定
し
、
自
然
環
境
の
保
全
と
資
源
の
保

護
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
観
光
資
源
と
し
て
の
活
用
を
図
る
。

�
ご
み
の
減
量
化
を
推
進
す
る

３
Ｒ
の
推
進
、
特
に
マ
イ
バ
ッ
ク
運
動
の
普
及
啓
発
活
動
を
積
極
的
に
推
進
す
る
。

ま
た
、
生
ご
み
の
減
量
化
及
び
高
齢
者
世
帯
の
ご
み
出
し
負
担
の
軽
減
に
は
、
デ
ィ
ス

ポ
ー
ザ
ー
の
設
置
が
有
効
で
あ
り
導
入
に
向
け
て
調
査
検
討
を
す
る
。

�
安
全
で
安
心
な
道
路
整
備
の
推
進

国
道　

号
新
三
国
ト
ン
ネ
ル
、
芝
原
ト
ン
ネ
ル
に
つ
い
て
事
業
着
手
に
向
け
て
、
要

１７

望
活
動
等
精
力
的
に
展
開
す
る
。

�
高
速
デ
ー
タ
通
信
網
の
整
備

Ｉ
Ｔ
産
業
が
全
盛
の
今
、
自
宅
で
仕
事
を
す
る
在
宅
就
労
者
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
、
高

速
デ
ー
タ
通
信
網
の
整
備
を
促
進
す
る
。

�
少
子
化
に
対
応
し
た
よ
り
よ
い
育
児
・
教
育
体
制
の
検
討

保
育
園
・
小
学
校
の
統
廃
合
は
重
要
な
問
題
で
あ
り
、
行
政
や
住
民
、
関
係
機
関
を

含
め
た
検
討
組
織
を
つ
く
り
協
議
検
討
を
す
る
。

�
雪
国
館
の
運
営
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
制
度
へ
の
移
行
も
含
め
、
有
効
活
用
を
図
れ
る
よ
う
検
討
す
る
。

�
子
ど
も
の
安
全
確
保

ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
組
織
の
強
化
、
地
域
で
の
見
守
り
連
携
が
必
要
で
あ
る
。

�
ス
ポ
ー
ツ
大
会
の
運
営
に
つ
い
て

地
域
総
合
型
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を
創
設
し
、町
民
参
加
に
よ
る
運
営
が
望
ま
れ
る
。

�
戦
略
的
な
事
業
展
開
の
た
め
に

観
光
協
会
を
法
人
化
す
る
こ
と
で
旅
行
事
業
や
企
画
販
売
な
ど
が
可
能
と
な
り
、
顧

客
満
足
度
の
向
上
や
付
加
価
値
を
高
め
る
な
ど
戦
略
的
な
事
業
展
開
が
期
待
で
き
る
。

�
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設
置

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
や
活
動
の
支
援
の
た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
の
設

置
が
必
要
で
あ
る
。

湯
沢
町
自
立
プ
ラ
ン
に
関
す
る
ご
意
見
や
お
問
い
合
わ
せ
は

　

湯
沢
町
役
場
総
務
課
企
画
財
政
班
（
℡
７
８
４
・
３
４
５
１
）　

ま
で

自
然
・
生
活
環
境
へ
の
提

自
然
・
生
活
環
境
へ
の
提
言言

保
健
・
福
祉
へ
の
提

保
健
・
福
祉
へ
の
提
言言

�
福
祉
の
行
き
届
い
た
町
づ
く
り

「
新
潟
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
」
に
基
づ
き
、
生
活
環
境
の
整
備
を
積
極
的
に
推

進
す
る
こ
と
で
、
障
が
い
者
や
高
齢
者
に
優
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
。

�
健
康
づ
く
り
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み

町
民
の
健
康
へ
の
指
針
で
あ
る
「
湯
沢
町
フ
ァ
ミ
リ
ー
健
康
プ
ラ
ン
」
は
策
定
か
ら
３
年

を
経
過
し
て
い
る
。中
間
評
価
等
を
実
施
し
効
果
的
な
取
り
組
み
を
検
討
す
る
。

�
医
療
制
度
の
周
知
と
医
療
費
の
抑
制

健
康
保
険
の
制
度
、
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
周
知
を
図
る
と
共
に
、
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク

医
薬
品
の
普
及
に
つ
と
め
医
療
費
の
削
減
を
図
る
。

教
育
と
文
化
へ
の
提

教
育
と
文
化
へ
の
提
言言

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
の
た
め
の
提

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
の
た
め
の
提
言言

観
光
協
会
法
人
化
の
提

観
光
協
会
法
人
化
の
提
言言
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狂犬病集合予防注射　５月７日（月）の日程

時　　間会　　　場

９：５０～９：１０湯沢カルチャーセンター前

１０：４０～１０：１０栄屋薬局様隣り駐車場

１１：１０～１１：００神立小学校

１１：４０～１１：３０角谷 元様宅駐車場

１３：５０～１３：３０湯沢町公民館浅貝分館

１４：２０～１４：１０二居集会所

１５：００～１４：４０三俣小学校

狂犬病集合予防注射　５月８日（火）の日程

時　　間会　　　場

９：４０～９：３０土樽集落開発センター

１０：１０～１０：００松川生活改善センター

１１：００～１０：３０農山村総合開発センター

１１：４０～１１：２０滝之又会館

１４：２０～１３：１０湯沢町公民館

１５：００～１４：３０湯沢温泉ロープウェー

平成平成１１９ ９年度年度　狂犬病予防集合注射のご案狂犬病予防集合注射のご案内内

平成１９年度の狂犬病予防集合注射を、５月７日（月）と５月８日（火）、次の日程のとおり実施します。狂犬病予
防注射（毎年１回）は、法律で義務付けられています。飼い主の皆さんは、忘れずにお願いします。

すでに登録済みの場合 すでに登録済みの場合   飼い主の方は、注射済票交付申請書の郵便はがきの記載事項を確認、押印の上、当日
 会場に持参してください。
 （はがき裏面に記入事項があります。必ず記入してください。）
 ◎ 注射料金　３,１００円

新しく犬を飼われた場合 新しく犬を飼われた場合   印鑑を持参してください。
 ◎ 注射料金　６,１００円（登録手数料３,０００円を含む）

� 注射当日は、犬を制御できる方が連れてきてください。

� 死亡等により、現在犬を飼っていない方は、届出が必要です。注射会場でも受付でき ま
す。

� 他市町村から転入してきた場合、および他の方が飼われていた犬を譲り受け、新た に飼
う場合は、「登録の変更手続き」が必要です。旧市町村の登録鑑札と注射済票を お持ち
になり、前の所有者の名前、住所を確認した上、注射会場までお越しください。

� 犬のフンは、飼い主の責任で始末しましょう。また犬が人をかんだり、他人に危害や 迷惑
を及ぼすことのないよう、首輪を必ず装着し、放し飼いは絶対にやめましょう。

【問い合わせ】町民課町民生活班　℡７８４－３４５３

狂犬病予防注射は、狂犬病が日本に侵入した場合に、犬にまん延することを防いで、犬から人に感染するこ
とを防ぎます。愛犬と飼い主を守るためではなく、多くの人の安全のために必要です。飼い主の皆さん、毎年
必ず注射を受けさせましょう。

 狂犬病は犬だけの病気ではありません 
○ 犬だけでなく、人も含めてすべてのほ乳類に感染します。（病原体：狂犬病ウイルス）

○ 感染してから発症するまでの潜伏期間は、犬では平均３週間、人では平均３０日です。

○ 発症すると、ほぼ１００％死亡するとても恐ろしい病気です。
○ 予防するには、ワクチン接種を行う以外に方法はありません。
○ 世界では、毎年５万人以上の方が狂犬病で亡くなっています。

ご存知ですか？狂犬病と狂犬病予防注射のこと
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雪下ろしからの開放をめざして

平成１９年度 克雪すまいづくり支援事平成１９年度　克雪すまいづくり支援事業業
町では、本年度も克雪住宅を建築する場合、予算の範囲内で工事費の一部を補助する制度を実施します。
雪下ろしによる負担の軽減及び危険防止から、雪下ろしのいらない住宅の普及を目的とするものです。
融雪式住宅に４４万円で、雪に強い住宅を作りましょう。

� 融雪式住宅熱エネルギー等（電気・ガス・石油等）の利用により、屋根融雪するもの。
　 ※散水式は対象外です。

� 耐雪式住宅３.４ｍの積雪荷重に対し、安全であることが構造計算等により確認でき、かつ、雪庇対策を講じたもの。

� 落雪式住宅（高床のみ）屋根勾配をおおむね２５度以上とし、金属板等滑雪能力のある屋根材を使用、または強制
排雪装置を設置することにより落雪するもので、基礎を非木造とし床下高が平均地盤面より、１.５ｍ以上の住宅。
ただし、落下する屋根雪の影響距離（南魚沼地域屋根雪に関する指導要綱による。）を確保しているもの。

対象住対象住宅宅
� 一般住宅等で、融雪式・耐雪式または落雪式（高床のみ）の住宅の新築、ま
　 たは改良するものが対象となります。具体的には以下のとおりとなります。

◇ 融雪式・要援護世帯補助金額 ＝ 対象工事費（限度額２５０万円）×補助率（１７.６％）　（限度額は４４万円）
◇ 落雪式（高床）・耐雪式補助金額 ＝ 対象工事費（限度額２５０万円）×補助率（１３.２％）　（限度額は３３万円）

【例】　対象工事費が１００万円の場合の補助金額は･･･
　　　◇ 融雪式住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７万６,０００円　（１００万円×１７.６％）
　　　◇ 落雪式住宅（高床のみ）・耐雪式住宅・・・・・・１３万２,０００円　（１００万円×１３.２％）
　　　※対象工事費とは克雪住宅と一般住宅との建築工事費の差額となります。
　　　※要援護世帯の居住する住宅への克雪化補助率は、一律１７.６％となります。

補助金補助金額額 � 補助金額は、次の式により算出します。

� 申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・建築工事の着手前に補助金申込書を提出してください。（申込書は地域整備課にあります。）

� 申込みの受付期間・・・・１０月末日まで

� 対象工期・・・・・・・・・・・・・・・４月１日から翌年の２月末日までに施工した住宅とします。ただし、工事は町からの審査
 結果の通知後に開始してください。
� 補助金交付申請・・・・・・工事が完了したら、工事完了後３０日以内に補助金交付申請書及び事業実績報告書を地域
　 及び実績報告書 整備課へ提出してください。補助金交付申請書及び実績報告書により町で補助金の額を
　 決定します。（補助金交付申請書及び実績報告書は地域整備課にあります。）

� 補助金の支払い・・・・・・完了検査終了後お支払いします。（３０日以内）

　　　※要援護世帯の居住する住宅の克雪化支援が、拡充されました。

　詳細については、地域整備課建設整備班までお問い合わせください。（℡７８４－４８５２）

申込み手申込み手続続きき � 申込みなどの手続き方法は、次のとおりです。

そ のそ　の　他他 （融雪式の要件に
合致しないもの）
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平成１９年４月１日か平成１９年４月１日からら　児童手当制度が拡充されまし児童手当制度が拡充されましたた
３歳未満の児童手当が、一律月額１万円になりました！

平成１９年４月から３歳未満の乳幼児の養育者に対する児童手当の額が、第１子
および第２子について倍増し、一律月額１万円になりました。
なお、３歳以上の児童の児童手当の額、支給対象の年齢および所得制限限度額に
ついては、これまでのとおりです。

第１子、第２子・・・・・・月額１５,０００円

第３子以降・・・・・・・・・・・月額１０,０００円

出生順位にかかわらず、

一律月額１０,０００円となります。

第１子、第２子・・・・・・月額１５,０００円

第３子以降・・・・・・・・・・・月額１０,０００円

３歳未満の児童

 現現 行行  改改 正正 

３歳以上の児童（現行どおり） ● 今回の改正では、受給者から特段の手続きを行う
必要はありません。

● ３歳到達後の翌月からは、第１子および第２子の
手当は、現行どおりの月額５,０００円となります。

【問い合わせ】町民課子育て支援班　℡７８４－３４５３　（公務員の方は、勤務先までお問い合わせください。）

� �������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������
�����������������������
�����������������������
�����������������������

戸外での活動が気持ちの良い季節になってきました

保育保育園園 園園庭開放のお知ら庭開放のお知らせせ
自然にはいろいろな発見や、刺激があります。戸外で楽しい遊びを、たくさん経
験しましょう。各保育園では、次のように園庭を遊び場として開放していますの
で、ご利用ください。

 期　間  ・・・・・平成１９年５月～平成２０年３月　月曜日～金曜日

 場　所  ・・・・・湯沢町各保育園の園庭

 対　象  ・・・・・保育園に入園していない乳幼児をもつ保護者やその家族（０歳～就学前）

 時　間  ・・・・・午前９時３０分～正午

子育て広場のご案内
町内の各保育園では、「子育て広場」を行っています。地域の保育園
で、保育士や園児たちと一緒に遊びます。

【対象】 平成１６年４月２日～平成１７年４月１日に
 生まれたお子さん（２歳児）

【時間】 毎月１回（★）　午前１０時～１１時
 （行われる日は各保育園で異なります。）

（★） ０～３歳未満児親子に毎月郵送されている「子育てカレンダー」で、
 各保育園の日程をご確認ください。

●お問い合わせはお近くの保育園、または子育て支援センターまで
・浅貝保育園　℡７８９－２１１０　　・土樽保育園　℡７８７－３２５７　　・神立保育園　℡７８４－３６１６
・湯沢保育園　℡７８４－２５０２　　・中央保育園　℡７８４－２０７１
・子育て支援センター　℡７８０－６１６３　（メールアドレス　����������	��
�����
�������）

　　※子育てで困ったとき、悩んだときには、お気軽にご相談ください。
　　※メールでの一時保育の申込みは、受け付けていません。
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ゴールデンウィークは連続休暇でゆとりを

　ＧＷ、ゆとりの取りＧＷ、ゆとりの取り方方 十十人十色人十色
ゴールデンウィーク。この言葉が生まれたのは
昭和２６年。４月末から５月初めにかけてのこの時
期に、お盆や正月よりもヒットした映画があった
ことから、もっと多くの人に映画を見てもらおう
と、当時の映画制作者が造った和製英語です。５０
年ほど前、レジャーの中心は映画でした。
そして今、ゴールデンウィークの過ごし方は

「十人十色」。旅行や趣味、スポーツを楽しんだり、
自己啓発やボランティア活動を行ったりとバラ
エティーも豊富です。家族や友人との絆をいっそ
う深めるために、また心身ともにリフレッシュし
て、明日へのパワーを蓄えるために「ゆとり休暇」
を実現して、今年のゴールデンウィークを最高の
シーズンにしませんか？

厚生労働省／�全国労働基準関係団体連合会

� �������������������������������������������������������������������������������������������

ゴゴールデンウィークールデンウィークはは
５５//１・２を休めば大型連１・２を休めば大型連休休

ロープウェー事業所の民営化による

町施設管理場所の変更につい町施設管理場所の変更についてて

� �������������������������������������������������������������������������������������������

平成１９年４月からロープウェー事業所が民営化されたことにより、これまで
ロープウェー事業所が管理していた「勤労青少年体育センター」と「滝沢駐車場」
の管理場所が、それぞれ次のとおり変更となりました。施設の関するお問い合わ
せ等も、こちらまでお願いします。

　● 勤労青少年体育センター
　・・・湯沢カルチャーセンター　℡７８４－１５１１

　● 滝沢駐車場
　・・・湯沢町役場 地域整備課 維持管理班（役場庁舎２階）℡７８４－４８５２

★駐車券のお申込みも地域整備課まで
　・定期駐車券の申請に必要なもの・・・車両番号の控え、印鑑、利用料金

・定期駐車券の１か月の料金（料金は従前どおりです）

普通車・軽自動車中型車（マイクロ）大型車

１３,０００円２５,０００円３２,０００円１２月～３月

１０,０００円１８,０００円２５,０００円その他の期間

勤労青少年体育センターの利用窓
口は、湯沢カルチャーセンターへ。

滝沢駐車場の利用窓口は、湯沢町役
場地域整備課へ。

青い鳥郵便葉書の無償配布について
重度の身体障がい者の方、および重度の知的障がい者の方で、希望される方に、青い鳥をデザインしたオリジナル
封筒にくぼみ入りの通常郵便葉書をお入れして、無料で差し上げます。

【配布対象】 【配布枚数】　お一人につき２０枚
重度の身体障がい者（１級または２級の方） 【申込方法】
重度の知的障がい者（養育手帳「Ａ」の方） 　お近くの郵便局に、身体障害者手帳または養育手帳を
【受付期間】　５月３１日まで 　お持ちください。なお郵便でもお申込みいただけます。

　　　　　　　　　　　　お問い合わせは湯沢郵便局まで　℡７８４－２０７０
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乳乳ががんん検検診診
乳房のＸ線検査をし、外科医師がしこりの有無を調
べます。（２年に１回、偶数年齢での検診です。）
　【対象】　４０歳以上の女性（今年度末で偶数年齢）
　【料金】　１,２００円

肺肺ががんん検検診診
●喀たん検査
３日間のたんをとり、たんの中のがん細胞を調べます。
　【対象】　５０歳以上の方でたばこを吸う人
　【料金】　６００円

●胸部Ｘ線検査
胸のＸ線検査でがんを発見します。
　【対象】　４０～６４歳の方
　【料金】　３００円

結結核核検検診診
胸のＸ線検査をします。年に１回は受けることが義
務づけられています。
　【対象】　６５歳以上の方
　【料金】　無料
※４０～６４歳で希望される方は、肺がん検診として胸
部レントゲンを行います。

前前立立腺腺ががんん検検診診
血液検査で前立腺特異抗原（PSA）量を測定します。
　【対象】　５０歳以上の男性
　【料金】　２,１００円

基基本本健健診診
身体計測、尿検査、血圧測定、血液検査、心電図、眼
底検査、体脂肪率測定をします。
　【対象】　１９歳以上の方
　【料金】　１,６００円（７０歳以上は無料）
※健診の前日は夜更かしや深酒をしないようにしま
しょう。

大大腸腸ががんん検検診診
便スティックを便に数ヶ所さして提出し、便の中に
血が混じっているかを調べます。２日分（２本）出し
ていただきます。
　【対象】　４０歳以上の方
　【料金】　５００円（容器代を含む）
※便の中の血液量を正確に測定するため、とった便
はすぐ冷蔵庫に保管してください。

胃胃ががんん検検診診
バリウムと発泡剤を飲んでＸ線撮影をします。
　【対象】　４０歳以上の方
　【料金】　９００円
※前日の午後９時以降は飲食や喫煙はしないでくだ
さい。

町では、皆さんの健康管理の一環として、毎年、各種健診（検診）を実施しています。対象となる検
診を受診することは、「病気の早期発見・早期治療」につながります。各自が「自分の健康は自分で守
る」という意識を持って、自主的に受診しましょう。
平成１９年度は、先に調査を行った「健康診査・がん検診申込書」により町検診を申し込まれた方、

および昨年度町検診を受診した方に検診通知書を送付します。（４月下旬にはお手元に届く予定で
す。）申込みをしているのに通知書が届かない、または改めて町の検診を希望するときは保健センター
にご連絡ください。
なお通知書が届いた方で、都合により町の検診を受けないという方は、お手数ですが通知書に受

けない理由を記入の上、保健センターまでお返しください。（便スティックが入っていた方は、便ス
ティックも返却ください。）

年に１回は検診を受けましょ年に１回は検診を受けましょうう

合同検合同検診診

婦人科検婦人科検診診

子子宮宮頚頚部部ががんん検検診診
内診をして、細胞を採取しがん細胞の有無を調べま
す。（２年に１回、偶数年齢での検診です。）
　【対象】　２０歳以上の女性（今年度末で偶数年齢）
　【料金】　１,２００円

● 今年度から子宮がん検診の対象年齢が、今までの「２５歳以上」から「２０歳以上」となりました。新たに

対象となり、受診を希望される方は保健センターまで申込みください。
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対　象　地　区会　　　場日月合
同
検
診
の
日

合
同
検
診
の
日
程程

三俣１・２、大島、八木沢三俣小学校１５日�
５月 浅貝、二居三国地区公民館１６日�

中里、古野１・２、松川農山村総合開発センター１７日�
駅通、上中総合福祉センター１９日�

６月 滝ノ又、小坂、谷後、旭原滝之又会館２０日�
西中、西山、湯元、布場、滝沢湯沢勤労青少年体育センター２１日�
日曜検診　（午後の胃がん検診は、行いません。）総合福祉センター１日�

７月
谷地、楽町総合福祉センター２日�
下中、幅下、諏訪、愛宕、東電総合福祉センター３日�
堀切、上熊野、下熊野、湯鉄神立総合福祉センター４日�
栄町、原新田、小原、宮林、石白カルチャーセンター５日�
芝原、七谷切、戸沢、平沢、田中、堰場神立小学校１０日�

９月 中子、添名、原、西原、萩原、岩原高原、土樽、土樽スキー場土樽小学校１１日�
一之町総合福祉センター１２日�

※ 受付時間は、午前８時～午前１０時までです。（７月１日のみ午後１時～午後１時３０分も受付）
※「５月１５日、６月２０日、７月１日午後」以外は、湯沢町母子保健推進員が、ベビーシッターをするので、
　 子育て中の方も、お気軽に検診を受けてください。

受　付　時　間会　　場日月結
核
巡
回
検
診
の
日

結
核
巡
回
検
診
の
日
程程

１０：２０～１０：３０二居集会所１６日�５月 １０：２０～１０：３０松川生活改善センター１７日�
１０：２０～１０：３０旭原振興センター

２０日�６月 １０：４５～１０：５５谷後公民館
１１：０５～１１：１５小坂公民館
１０：２０～１０：３０やすらぎ荘２１日�
１０：２０～１０：３０楽町会館２日�

７月
１０：２０～１０：３０下湯沢公民館３日�
１０：２０～１０：３０熊野集会所４日�
１０：２０～１０：３０原新田ふれあい会館

５日�
１０：５０～１１：００湯沢町役場前
１０：２０～１０：３０芝原生活改善センター

１０日�

９月

１０：４５～１０：５５七谷切生活改善センター
１１：０５～１１：１５堰場公民館
１０：２０～１０：３０中子 大勝自動車鈑金塗装様前

１１日�
１０：４５～１０：５５中子・添名集落センター
１１：０５～１１：１５原公民館
１１：３０～１１：４０土樽集落センター

�合同検診とは別会場で、胸部レ
ントゲン車が、この表のとおり
巡回します。
結核検診、肺がん検診のみ受診
する方は、ご利用ください。

健
診
前
日
の
夜
更
か
し

深
酒
に
は
ご
注
意
を
！

検診を開始した当初、受診者負担金の割合は約
２０％でした。年々検診費用が上がる中、負担金を上げ
ずに据え置いてきた結果、平成１６年度には負担金の
割合が約１４％となっていました。
国保ドックの負担金割合が約３０％、医療保険の個
人負担割合についても３０％ということもあり、検診に
ついても適正な負担金割合を設定する必要があるた
め、平成１９年度には負担金割合が約２０％（７０歳以
上は約１０％）となるように、平成１７年度から段階的に
引き上げてきました。これによる平成１９年度の受診者
負担金は、表のとおりとなります。
ご理解とご協力をお願いします。

受診者負担金
検診費用種　　　類

（平成１９年度）
無料１,１３４円結核検診
１,６００円

※７０歳以上無料
７,７７０円基本健康診査

９００円４,５１５円胃がん検診
５００円１,６８０円大腸がん検診
３００円１,１３４円胸部レントゲン

肺がん検診
６００円２,９９３円喀たん細胞診
２,１００円２,１００円前立腺がん検診
１,２００円５,７２３円子宮がん検診
１,２００円６,６１５円４０歳代（２方向撮影）

乳がん検診
１,２００円５,０４０円５０歳以上（１方向撮影）

【問い合わせ】
保健センター　℡７８４－３１４９

受診者負担金の見直しについ受診者負担金の見直しについてて

● 検診の日程等につきましては、健康カレンダーにも掲載してありますので、ご活用ください。
● 健康カレンダーが届いていないという方は、保健センターまでご連絡ください。
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平成１９年４月１日から、妊産婦の方が通院、入院で負担した医療費に
ついての助成を始めました。対象となる方は、妊産婦医療費受給者証の
交付を受けてください。

【対象者】 湯沢町に住所を有する妊産婦の方

【必要なもの】 妊娠届出書、保険証、印鑑、助成費振込先の口座
 番号・名義がわかるもの（郵便局は除きます。）

【助成期間】 妊娠の証明を受けた日の翌日から、出産をした月の
 翌月の末日まで
 （平成１９年３月３１日以前に妊娠証明を受けた方は、平成１９年４月１日から助成開始です。）

【助成額】 自己負担した医療費（保険適用分）について、次の一部負担金を差し引いた額を助成します。

 《一部負担金》 通院・・・１回につき１,５３０円
  入院・・・１日につき１,２００円

 （例）１回の通院の自己負担額が２,０００円の場合、助成額は２,０００－５３０の１,４７０円となります。

【助成方法】 下記の書類をそろえて保健センターに申請してください。助成額を決定した後、指定の振込先
 口座に振り込みします。

 ・妊産婦医療費助成申請書
 ・医療機関等で負担した医療費がわかる領収書
 ・妊産婦医療費受給者証

【その他】 ・平成１９年３月３１日以前に母子手帳の交付を受けている方は、妊産婦医療費助成の申込み手
 続きにお越しください。

 ・平成１９年４月１日以降に母子手帳の交付を受ける方は、母子手帳交付手続きの際に併せて、
 妊産婦医療費助成の申込み手続きができます。

 ・母子手帳交付は、毎月第２、第４火曜日の午後４時～５時に、保健センターで行っています。

【問い合わせ】 保健センター　℡７８４－３１４９

妊産婦の医療費助成につい妊産婦の医療費助成についてて

� �������������������������������������������������������������������������������������������

元気でいこう　元気でいこう！！

湯沢湯沢町町 介介護予防事業護予防事業のの
ご案ご案内内

介護予防事業をどんどんご利用ください

みなさんそれぞれ希望や楽しみがあると思います。例えば、た
まにはレストランでおいしい食事をしたい、友人や家族と温泉旅
行に行きたい、孫の顔をみたい、などなど・・・
しかし、年齢を重ねて体力気力が衰え、長年の生活習慣もな
かなか変えられない、なんとなくおっくうで、などから少しずつ行動
範囲が狭まり、いつの間にか希望や楽しみもあきらめてしまいが
ちです。　年齢のせいにしていませんか？
みなさんが使わないことで衰えた機能は、実は使い続けること

で、老化しない可能性があります。使わないことで衰えたところに
着目し、それを強化する。そしてあきらめていたことが、ふたたび
実現できるようになる。それをお手伝いすることを目的としている
のが、介護予防事業です。

介護予防事業は、おひとりおひとりがいきいきと生活をし続けるための事業です

湯沢町では高齢者がより元気になるために、「介護予防事業」を行っています。（事業の内容は、次のページに掲載）
介護予防事業には、高齢者のどなたでも参加できるもの、基本健診などを受けた結果、『要介護（要支援）状態にならない

ための介護予防プログラムの利用が必要』と判定された方が参加するもの、とあります。

地域包括支援センターからのお知らせ
℡７８４－３０００
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積極的にご参加ください

介護予防事業プログラム介護予防事業プログラムをを
いろいろご用意していまいろいろご用意していますす

運動習慣をつけて体力（こころと体の力）をつけるプログラム
�温水健康体操教室・・・・・・・・・・・・・参加費 (６００円程度 ) 送迎あり
水の浮力と抵抗・水流を利用して体の負担を減らして効果的に、気持ちよく運動できます。

�けんこつ体操・・・・・・・・・・・・・・・・・・・参加費 (２００円）

町内の地区公民館（栄町・田中・下湯沢・中里・三俣）をはじめ、湯沢町総合福祉センターで行ってい

ます。　

�元気パワーアップ 倶楽部 ・・・・・参加費（５００円） 送迎あり
く ら ぶ

会場へ出向くことが難しい方を対象に、「けんこつ体操」「口腔たいそう」を、湯沢町総合福祉センター
で実施しています。「けんこつ体操」「口腔たいそう」の方法が身についたら、自宅でもどこでも気軽
に実践しましょう。

�湯沢町機能回復訓練事業・・・・・参加費 (５００円 ) 送迎あり

生活していくための身体の力が低下しないように、リハビリの専門スタッフと一緒に楽しく集い、体

操やレクリェ－ションを行います。

食生活の改善・お口の健康プログラム
� 食べること・話すことは、誰もが楽しみたいと思っています。湯沢町では、全ての介護予防事業で口
腔リハビリを取り入れ、自宅で実践していただけるようご提案しています。

�「年をとったら肉や脂は食べなくてもよい」「食欲がないからあっさりしたものを食べる」となりが
ちです。しかしそのことから栄養状態が悪くなり、病気に対する抵抗力が衰えてきます。そして筋力
低下も引き起こします。高齢者に望ましい食事を紹介しながら、皆さんの食生活に行かせる情報をお
届けします。

そのほかの介護予防事業プログラム
� 各種、介護予防講演会として、「認知症支援学習会」や「介護者の学習会・つどい」の開催が予定され
ています。

� 専門医による「認知症予防相談会」を、完全予約制で受け付けています。

�「湯沢町社会福祉協議会」による「高齢者の集い」や「訪問支援員による定期訪問支援」を行います。

参加するにはどうしたらよいの？
�「介護予防事業」は、湯沢町地域包括支援センターにて受付しています。

�「広報ゆざわ」「湯沢町社協広報誌」にて、それぞれの事業についてご案内しています。

その他、身近な介護相談や悪質な訪問販売に関
する相談、権利擁護事業についても、お気軽にご
相談してください。

【問い合わせ】
湯沢町地域包括支援センター　℡７８４－３０００
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湯沢消防署から湯沢消防署からののお知らせお知らせ （第２５回） 湯沢消防署
℡７８４－３３７７

平成１９年度の消防関係の試験、講習会の日程をお知らせします。

備　　考会　　場受　付　期　間試　験　日
乙４・丙新潟・長岡・上越・新発田１４月１６日�～１４月２６日�５月２６日�
甲・乙全・丙新潟・長岡・上越

１６月１４日�～１６月１４日�７月１２日�
乙４・丙三条
乙４・丙新潟・長岡・上越・佐渡１８月１６日�～１８月１６日�９月１３日�
乙４

新潟・長岡・上越１０月１９日�～１０月２３日�
１１月２２日�

甲・乙４以外全・丙１１月２３日�
甲・乙全・丙新潟・長岡・上越Ｈ２０年１月１５日�～２４日�Ｈ２０年２月２６日�

備　　考会　　場受　付　期　間試　験　日

甲・乙とも全類
 (特類は８月５日のみ）

新潟・長岡・上越
１５月１４日�～１５月２４日�６月２１日�
１７月１２日�～１７月１１日�８月１５日�
１９月１８日�～１９月２７日�１０月２７日�

備　　考受　付　期　間講　習　日
上越テクノスクール１５月１１日�～１５月１４日�２９日�～３０日�５月
十日町地域地場産業振興センター

１５月１７日�～１５月１６日�
１５日�～２６日�

６月
糸魚川建設会館１７日�～２８日�
新潟県建設会館

１５月１４日�～１５月２３日�
１１日�～１２日�

三条・燕地域リサーチコア１３日�～１４日�
上越テクノスクール

１６月２５日�～１７月１４日�
２４日�～２５日�

７月 アクアーレ長岡２６日�～２７日�
新潟県建設会館１７月１２日�～１７月１１日�３１日�～２１日�
柏崎エネルギーホール

１７月１９日�～１７月１９日�
１６日�～２７日�

８月
アミューズメント佐渡１８日�～２９日�
アクアーレ長岡１９月１３日�～１９月１２日�１３日�～２４日�

１０月 上越テクノスクール１９月１０日�～１９月２０日�１１日�～１２日�
新潟県建設会館１９月１８日�～１９月２８日�１５日�～１６日�
アクアーレ長岡１２月１７日�～１２月２７日�１６日�～１７日�Ｈ２０年

１月 新潟県建設会館１２月２５日�～Ｈ２０年１月９日�２３日�～２４日�

備　　考会　　場受　付　期　間講　習　日
従事者３年以内毎魚沼地域職業訓練センター１８月２７日�～１９月２５日�１９月２５日�

※ 他の会場については、お問い合わせください。　　　【問い合わせ】湯沢消防署予防係　℡７８４－３３７７

危険物保安講習の日危険物保安講習の日程程

危険物取扱者危険物取扱者（（乙乙４４））受受験準備講習の日験準備講習の日程程

消防設備士試験の日消防設備士試験の日程程

危険物取扱者試験の日危険物取扱者試験の日程程
一定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、
石油貯蔵タンク、タンクローリー等の施設には、危険物を取り扱うため、必ず危
険物取扱者を置かなければいけません。

劇場、デパート、ホテルなどの建物は、その用途、規模、収容人員に応じて屋内
消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備などの消防用設備等、また
は特殊消防用設備等の設置が法律により義務づけられています。それらの工事、
整備等を行うには、消防設備士の資格が必要です。

自動火災報知
設備

スプリンクラー
設備

消火器

屋内消火栓
設備

スプリンクラー
設備

様々な設備に
守られているね！
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　　裁判を行う　
法定で証人の話を聞いたり、証拠を調べたりします。

　　　評　議　　
裁判員と裁判官で、有罪・無罪や刑の内容を決めます。

　　　判　決　　

 平成２１年スタート 裁判員制度をご存知ですか？

司法制度改革の一環で、国民が裁判員として刑事裁判に参加する「裁判員制度」が、新たに導入されることとなり
ました。この制度は、平成２１年５月までにスタートすることとなっています。裁判員制度が始まると、一つの事件
につき１００人程度の裁判員候補者が、有権者の中から選ばれます。昨年度における新潟県内での対象となる事件の
裁判件数からすると、県内で年間約４,０００人の方が裁判員候補者に選ばれることになります。
裁判員制度は、住民の皆さまのご協力なくしては成り立たないものです。制度導入まであと２年ほどとなりまし
たが、これに先立ち皆さまのご理解をお願いします。

裁判員が参加する刑事裁判の流れ

捜査機関（警察）などが証拠の収集などをします。

検察官が被疑者について裁判を求める手続きです。

充実した裁判を迅速に行うために、裁判官、検察
官、弁護人が前もって打合せをし、審理計画を立
てます。

裁判官は３人、裁判員は６人です。

ただし裁判官１人、裁判員４人の場合もあります。

裁判員が参加する仕事

Ｑ＆Ａ 教えて！裁判員制度

裁判員制度とは、どのようなものですか？

国民の皆さんが裁判員として刑事裁判に参加して、被告

人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするかを

裁判官と一緒に決める制度です。

Ｑ１

ＡＡ

なぜ導入されるのですか？

国民の皆さんが裁判に参加することによって、法律の専

門家ではない人たちの感覚が、裁判の内容に反映される

ことになります。その結果、国民の皆さんの司法に対す

る理解と信頼が深まることが期待されています。国民が

裁判に参加する制度は、アメリカ、イギリス、フランス、

ドイツ、イタリアなど世界の国々で広く行われています。

Ｑ２

ＡＡ

裁判員が参加するのは、どのような裁判ですか？

地方裁判所で行われる第一審の刑事裁判のうち、国民の

関心が高い重大な罪の裁判です。裁判員が参加する裁判

にあたる罪かどうかは、法律で決められています。

裁判員はどのよにして選ばれるのですか？
資格はいらないのですか？

選挙人名簿をもとに、くじなどで選ばれます。事件の関

係者や一定の前科のある人などを除けば、２０歳以上の

国民は誰でもなることができます。

裁判員になることを辞退することはできますか？

広く国民の皆さんに参加してもらう制度ですので、原則

として辞退できないことになっています。ただし、「７０

歳以上の方」「学生」「一定のやむを得ない理由のある方」

などは、辞退できます。

※「やむを得ない理由」には、例えば「重い病気・けが」「同居

の親族の介護・養育」「事業に著しい損害が生じるおそれ

がある」などがあります。

Ｑ３

ＡＡ

Ｑ４

ＡＡ

Ｑ５

ＡＡ

捜査

起訴

裁判
の
準備

裁判員
を
選ぶ

 裁判官 3人 　　＆　　 裁判員 6人 

罪名別に見た対象事件数（平成１６年）　　　　　　　　　　　総数３,３０８件

（件数が多いもの３件）
０ １０００５００

強盗致傷

殺　　人

現住建造物等放火

８８８件 

２９７件 

７９５件 
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５
月
１
日
・
２
日
・

３
日
は
営
業
し
ま
す

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中

（
４
月　

日
〜
５
月
６
日
）
の
町
共
同

２８

浴
場
は
、
休
ま
ず
営
業
し
ま
す
。

振
替
休
日
は
次
の
と
お
り
で
す
。

�

湯
元
共
同
浴
場
「
山
の
湯
」

　

三
俣
共
同
浴
場
「
街
道
の
湯
」

５
月
７
日
（
月
）

（
８
日
（
火
）
と
連
休
で
す
。）

�

土
樽
共
同
浴
場
「
岩
の
湯
」

５
月
８
日
（
火
）

（
９
日
（
水
）
と
連
休
で
す
。）

�

下
湯
沢
共
同
浴
場
「
駒
子
の
湯
」

　

二
居
共
同
浴
場
「
宿
場
の
湯
」

５
月　

日
（
金
）

１１
（　

日
（
木
）
と
連
休
で
す
。）

１０

 

体
験
工
房「
大
源
太
」で
、農
園
の

貸
し
出
し
を
行
い
ま
す
。
野
菜
や
花

を
育
て
自
然
と
触
れ
合
い
た
い
な

ど
興
味
の
あ
る
方
は
、
ぜ
ひ
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

【
場
所
】

体
験
工
房
「
大
源
太
」
周
辺

（
旭
原
）

【
貸
出
面
積
】

１
区
画
…　
 �
前
後

５０

【
利
用
料
金
】

１
区
画
…
年
額
約
７，
５
０
０
円

（
１�
当
り
１
５
０
円
）

【
申
し
込
み
方
法
】

　

体
験
工
房
「
大
源
太
」
へ
問
い
合

わ
せ
の
上
、
申
込
み
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
】

体
験
工
房
「
大
源
太
」

℡
７
８
７
・
１
１
２
１ 

町
営
共
同
浴

町
営
共
同
浴
場場

� �������������������������������������������������������������������������������������������

貸
農
貸
農
園園

利
用
者
募
集

利
用
者
募
集
！！

相談無料、秘密厳守

特設人権相談所開設のご案内 特設人権相談所開設のご案内  
法務局南魚沼支局と南魚沼人権擁護委員協議会
では、次のことでお困りの方に人権相談を行います。

①家庭内（夫婦・親子・結婚・離婚・相続等）、親族
間、近隣間のもめごと、悩みごとなど、毎日の暮ら
しの中で起こる様々な問題
②いじめ、体罰、女性差別、外国人差別などあらゆる
差別問題

【日時】 ５月２４日（火）午後１時～４時
【会場】 湯沢町公民館
【相談担当】 人権擁護委員　法務局職員
【後援】 湯沢町

◎最寄りの人権擁護委員
（神立地区）駒形　虎次郎　℡７８５－５３３８
（湯沢地区）種村　久男　　℡７８４－２３６７
（土樽地区）中谷　眞利子　℡７８７－３０４６

�

�

�

�

���������������������

���������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

健
診
で
む
し
歯
ゼ
ロ
だ
っ
た
お

友
達
を
紹
介
し
ま
す
。
こ
れ
か
ら
も

歯
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
ね
。

（　

）
は
町
内
で
す
。

青
木　
 
優
樹 
さ
ん
（
中
子
）

ゆ
う
き

高
橋　

さ
く
ら
さ
ん
（
古
野
一
）

原
田　
 
彩
花 
さ
ん
（
原
新
田
）

さ
や
か

原
田　
 
優
花 
さ
ん
（
原
新
田
）

ゆ
う
か

富
沢　
 
暖 
さ
ん
（
二
居
）

ひ
な
た

田
村　
 
健
太
朗 
さ
ん
（
谷
地
）

け
ん
た
ろ
う

高
橋　
 
颯
生 
さ
ん
（
萩
原
）

り
ゅ
う
せ
い

覚
張　
 
未
結 
さ
ん
（
東
電
）

み

ゆ

覚
張　
 
広
翔 
さ
ん
（
東
電
）

ひ
ろ
と

山
田　
 
菜
帆 
さ
ん
（
栄
町
）

な

ほ

大
内　
 
奏
昌 
さ
ん
（
石
白
）

そ
う
す
け

矢
崎　
 
晴 
さ
ん
（
一
之
町
）

は
る む

し
歯
ゼ
ロ
の

お
友
達
で
す

� �������������������������������������������������������������������������������������������

春
季
消
防
演
習
が
行
わ
れ
ま

春
季
消
防
演
習
が
行
わ
れ
ま
すす

５
月　

日
（
日
）、
湯
沢
地
区
と
土
樽
地
区
に
お
い
て
、

１３

春
季
消
防
演
習
が
行
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
伴
い
、
次
の
と
お
り
サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
を
し

ま
す
。
火
災
と
間
違
わ
な
い
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

サ
イ
レ
ン
吹
鳴
時
刻

 
サ
イ
レ
ン
吹
鳴
時
刻 

湯
沢
地
区　
　

午
前
７
時　

分
（
団
員
招
集
）

３０

　
　
　
　
　
　

午
前　

時　

分
こ
ろ
（
放
水
訓
練
）

１０

４５

土
樽
地
区　
　

午
前
７
時　

分
（
団
員
招
集
）

３０

　
　
　
　
　
　

午
前　

時
こ
ろ
（
放
水
訓
練
）

１１

●
５
月　

日（
日
）に
お
い
て
も
神
立
地
区
・
三
俣
地
区
・
三
国
地
区
で
、春

２０

季
演
習
を
行
い
ま
す
。
サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
時
刻
は
、
５
月　

日
の
広
報

１３

ゆ
ざ
わ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

�

�

�

�

���������������������

���������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

サイレン吹鳴に注サイレン吹鳴に注意意
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【
日
時
】

５
月　

日
（
土
）
小
雨
決
行

１２

午
前
６
時
〜
８
時

（
午
前
５
時　

分
受
付
開
始
）

４０

【
場
所
】

サ
ン
ラ
イ
ズ
南
魚
沼
（
坂
戸
）

駐
車
場
集
合

【
服
装
】

・
歩
き
や
す
い
服
装
。

・
双
眼
鏡
を
お
持
ち
の
方
は
、

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

【
申
込
み
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部
環
境
課
ま
で

℡
７
７
２
・
８
１
５
４

【
申
込
締
切
り
】

５
月
９
日
（
水
）

【
主
催
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部
魚
沼
小
千
谷

　

地
域
理
科
教
育
セ
ン
タ
ー

℡
０
２
５
・
７
９
２
・
３
１
４
３

石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
健
康
被
害

救
済
の
た
め
の「
一
般
拠
出
金
」の

申
告
・
納
付
が
始
ま
り
ま
す
！

労
働
保
険
の
年
度
更
新
手
続
き

は
お
済
み
で
し
ょ
う
か
。

申
告
書
の
提
出
と
保
険
料
の
納

付
は
、
今
年
度
は
５
月　

日
（
月
）

２１

が
期
限
で
す
。
ま
だ
お
済
み
で
な

い
方
は
、
お
早
め
に
手
続
き
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
労
働
保
険
事
務
組
合
に

事
務
を
委
託
さ
れ
て
い
る
事
業
主

の
方
は
、
事
務
組
合
が
指
定
す
る

日
ま
で
に
手
続
き
を
完
了
し
て
く

だ
さ
い
。

※
「
一
般
拠
出
金
」
と
は
、「
石
綿

に
よ
る
健
康
被
害
者
の
救
済
に

関
す
る
法
律
」
に
よ
り
、
石
綿

（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
健
康
被
害
者
の

救
済
費
用
に
充
て
る
た
め
、
事

業
主
の
皆
さ
ま
に
ご
負
担
い
た

だ
く
も
の
で
す
。

【
問
い
合
わ
せ
】

新
潟
労
働
局
労
働
保
険
徴
収
課

℡
０
２
５
・
２
３
５
・
５
９
２
１

小
出
労
働
基
準
監
督
署

℡
０
２
５
・
７
９
２
・
０
２
４
１

眠
れ
な
い
、
気
分
が
沈
ん
で
い

る
、閉
じ
こ
も
り
が
ち
だ
、行
動
が

お
か
し
い
、
そ
の
他
思
春
期
の
問

題
（
不
登
校
、
拒
食
、
過
食
な
ど
）

や
お
年
寄
り
の
物
忘
れ
、
認
知
症

な
ど
な
ど
・
・

そ
ん
な
悩
み
を
お
持
ち
の
方
、

そ
の
家
族
の
方
な
ど
、
精
神
科
医

が
気
楽
に
ご
相
談
に
応
じ
ま
す
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
守
ら
れ
ま
す
。

（
予
約
が
必
要
で
す
。）

【
日
時
】

５
月　

日
（
金
）

１８

午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

【
会
場
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局
健
康
福
祉

　

環
境
部
（
南
魚
沼
保
健
所
）

１
階　
「
相
談
室
」

【
予
約
・
問
い
合
わ
せ
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部
地
域
保
健
課

℡
７
７
２
・
８
１
３
７

相
談
は
無
料
で
す

県
高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

で
は
、
お
年
寄
り
や
そ
の
家
族
の

方
々
が
抱
え
る
悩
み
ご
と
や
、
心

配
ご
と
の
相
談
を
無
料
で
お
受
け

し
て
い
ま
す
。

【
相
談
電
話
】（
相
談
・
予
約
）

０
２
５
・
２
８
５
・
４
１
６
５

【
よ
ろ
ず
相
談
】

毎
週
月
曜
日
〜
金
曜
日

午
前
９
時
〜
午
後
５
時

（
土
日
祝
日
・
年
末
年
始
は
除
く
。）

【
専
門
相
談
】

・
い
ず
れ
も
５
月
の
日
程
で
す
。

・
専
門
相
談
は
要
予
約
で
す
。

法
律
相
談

７
日
・　

日
・　

日
・　

日

１４

２１

２８

午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

医
療
相
談

９
日

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

心
の
相
談

　

日
１６午

後
２
時
〜
４
時

公
的
年
金
・
保
険
相
談

１
日

午
後
１
時　

分
〜
３
時　

分

３０

３０

税
金
相
談

　

日
１１午

前　

時
〜
正
午

１０

高
齢
者
総
合
相
談
セ
ン
タ
ー

（
新
潟
市
上
所
２
‐
２
‐
２　

新
潟

ユ
ニ
ゾ
ン
プ
ラ
ザ
３
階
）で
は
、中

高
年
の
方
に
役
立
つ
い
ろ
い
ろ
な

情
報
を
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
放

送
し
て
い
ま
す
。

【
相
談
電
話
】

０
２
５
・
２
８
１
・
５
５
５
０

（　

時
間
年
中
無
休
で
す
）

２４
【
内
容
】

・
４
月　

日
〜
５
月　

日

２３

１３

シ
ニ
ア
の
方
を
対
象
と
し
た

イ
ベ
ン
ト
の
紹
介

・
５
月　

日
〜

１４

借
金
の
支
払
い
が
難
し
く

な
っ
た
と
き
は

坂
戸
山
探
鳥
会
の
ご
案
内

労
働
保
険
の

年
度
更
新
は
お
早
め
に

心
の
健
康
相
談
会

高
齢
者
と
そ
の
家
族
の

相
談
窓
口
（
５
月
）
に
つ
い
て

中
高
年
の
方
に
役
立
つ
情
報
を

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
放
送
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 のけんこつ体操のけんこつ体操教教室室
時間日会場

１３:３０～１５:００１０日�三 俣 地 区 館

１０:００～１１:３０２５日�１１日�神立中央集会場（田中）

９:３０～１１:００２２日�１８日�神立中央会館（栄町）

１０:００～１１:３０
８日�
２２日�

１日�
１５日�
２９日�

農山村総合開発センター

１０:００～１１:３０２３日�９日�下 湯 沢 公 民 館

１０:００～１１:３０１８日�１１日�
２５日�

総 合 福 祉 セ ン タ ー

◎タオル、お茶などの飲み物を持ってきてください。
◎農山村総合開発センターは内履きが必要です。
【参　加　費】　２００円（申し込みは不要）
【問い合わせ】　地域包括支援センター　℡７８４－３０００

55月月
５月の心配ごと相談日

相 談 員相談日

高橋　トミエ井熊　秀夫１５月０２日（水）

南雲　ミヨシ高橋　武成１５月０９日（水）

金丸　一江橋本　秋治１５月１６日（水）

高橋　トミエ井熊　秀夫１５月２３日（水）

南雲　ミヨシ橋本　秋治１５月３０日（水）

【会場】総合福祉センター
※時間は午後１時～４時です。　時間中は
　お電話（７８４－４１１３）での相談もできます。

５月の行政相談

南雲　恒忠相談委員１５月１０日（木）

【時間】午後１時３０分～３時
【会場】湯沢町公民館３階

創
意
と
情
熱
と
行
動
力
の
あ
る

頼
も
し
い
先
生
を
求
め
て
い
ま
す

新
潟
県
教
育
委
員
会
で
は
、
新

潟
県
の
教
員
を
志
望
す
る
意
欲
の

あ
る
人
材
を
、
次
の
日
程
で
募
集

し
ま
す
。

【
募
集
の
種
類
】

小
学
校
教
員
、
中
学
校
教
員
、

高
等
学
校
教
員
、
養
護
教
員

【
第
一
次
検
査
日
】

７
月
７
日
（
土
）、
８
日
（
日
）

【
受
付
期
間
】

５
月　

日
（
月
）
〜

１４

５
月　

日
（
木
）

３１

※
受
付
願
書
、要
項
は
県
庁
、最

寄
り
の
教
育
事
務
所
な
ど
で
５
月

１
日
か
ら
配
布
し
ま
す
。（
希
望
さ

れ
る
方
に
は
、
郵
送
し
ま
す
。）

【
問
い
合
わ
せ
】

新
潟
県
教
育
庁

℡
０
２
５
・
２
８
５
・
５
５
１
１

小
・
中
学
校
教
員
、養
護
教
員
は
、

義
務
教
育
課
管
理
第
一
係

（
内
線
３
８
５
４
〜
３
８
５
６
）

高
等
学
校
教
員
は
、

高
等
学
校
教
育
課
管
理
係

（
内
線
３
８
７
８
〜
３
８
８
０
）

【
試
験
日
時
】

７
月　

日
（
月
）

２３

午
後
１
時
〜
３
時　

分
３０

【
試
験
場
所
】

南
魚
沼
市

（
魚
沼
、
南
魚
沼
お
よ
び
十
日
町

各
地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境

部
管
内
の
居
住
者
）

【
受
験
手
数
料
】

６，
４
０
０
円

（
新
潟
県
収
入
証
紙
で
納
入
）

【
受
付
期
間
】

５
月　

日
（
月
）
〜

２１

５
月　

日
（
月
）

２８

【
受
験
願
書
等
の
提
出
先
】

住
所
地
を
管
轄
す
る

地
域
振
興
局
健
康
福
祉
環
境
部

（
県
外
居
住
者
は
、
新
潟
県
福
祉

　

保
健
部
健
康
対
策
課
）

【
問
い
合
わ
せ
】

南
魚
沼
地
域
振
興
局

健
康
福
祉
環
境
部

℡
７
７
２
・
２
４
５
７

ハ
イ
、
県
く
ら
し
の
ダ
イ
ヤ
ル
で
す
。

く
ら
し
に
役
立
つ
ダ
イ
ヤ
ル
は
、

０
２
５
・
２
８
５
・
７
０
０
０

《
お
聞
き
に
な
り
た
い

テ
ー
マ
を
選
ん
で
く
だ
さ
い
》

平
成　

年
５
月
７
日
（
月
）
〜

１９

平
成　

年
６
月
４
日
（
月
）

１９

平
成　

年
度
新
潟
県
公
立
学
校

２０

教
員
採
用
選
考
検
査
の
ご
案
内

調
理
師
試
験
の
ご
案
内

消
費
生
活
情
報
の

テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
で
す

※緊急な消費生活情報がある場合、変更されることがあります。

テーマ
①くらしの情報（毎月第 1月曜日正午更新）
・口約束でも契約
・自分の個人情報が漏えいしたら
②消費生活相談事例（毎月第 1月曜日正午更新）
・通信販売のトラブル
③クーリング・オフの方法
④相談が多い事例のアドバイス
・携帯電話のサイト料金請求トラブル
・ハガキ等による覚えのない請求の対処法
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※問い合わせ　町民課町民生活班�７８４－３４５３ごみ収集

三 国 ･ 三 俣土 樽 ･ 神 立湯 沢 西湯 沢 東出 し 方区 分

�・�・�（５日、２９日は休み）�・�・�（４日は休み）指定袋に入れる。可 燃 ご み

１６日２５日１５日２４日
紐を十字にかける。

ダ ン ボ ー ル

９日１８日８日１７日紙 類 ・ 布 類

２日１１日１日１０日

指定袋に入れる。
袋を二重にしないこと。

ペ ッ ト ボ ト ル

１１日２日１０日１日空 き 缶

１８日９日１７日８日空 き び ん

２５日１６日２４日１５日その他の不燃ごみ

※ごみの減量化・資源化にご協力ください。（毎月２９日はごみ減量の日で収集はお休みです）

※問い合わせ　保健センター（総合福祉センター内） �７８４－３１４９予防接種　　
会 場 ・ 時 間対 象種 類日

保健医療センター内
健康増進施設 

１４：００～１５：００

１期：生後３～１２か月の間に３～８週間の間隔で３回接種
１期追加：３回目接種後、おおむね１２～１８か月おいて１回接種

三 種 混 合１５�

１期：生後１２か月（１歳）～２４か月（２歳）未満
２期：就学前１年（保育園年長児）

麻しん・風しん２２�

生後３～１８か月の間に６週間以上の間隔をあけて２回接種ポ リ オ２９�

◎持参するもの：母子手帳、予診票、受診券、体温計、筆記用具
◎必ず実施時間内においでください。接種料金は無料です。

詳しくは、平成１９年度乳幼児予防接種カレンダーをご覧ください。

※問い合わせ　保健センター（総合福祉センター内）�７８４－３１４９保健衛生行事

会 場時 間対 象種 目日

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳発行
８�

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障がいをお持ちの方ふれあいサロン

総合福祉センター１３:００集合
Ｈ１８．６月～７月生まれ１４か月児健診

１１�
Ｈ１８．１２月～Ｈ１９．１月生まれ１０か月児健診

三俣小学校１８:００～１０:００三俣１・２、八木沢、大島合同検診
１５�

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障がいをお持ちの方ふれあいサロン

湯沢町公民館浅貝分館１８:００～１０:００浅貝、二居合同検診１６�

農山村総合開発センター１８:００～１０:００中里、古野１・２、松川合同検診１７�

総合福祉センター１９:００～１９:１５Ｈ１７．３月～５月生まれ２歳児歯科健診

２２� やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障がいをお持ちの方ふれあいサロン

総合福祉センター１６:００～１７:００妊娠証明を受けた方母子手帳発行

やすらぎ荘１０:００～１５:００精神に障がいをお持ちの方ふれあいサロン２９�

５５ 月 の月 の 暦暦
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※
類
似
文
字
で
表
記
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

※
広
報
に
掲
載
し
て
ほ
し
く
な
い
場
合
は
、
届
出
の
際
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
逝
去
お
悔
や
み
申
し
上
げ
ま
す

�
�
�
���
�
�
�
�
�
�
�
�

５月の救急診療当番

外　　科内　　科受　付　時　間日
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

３�
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７７－２１１１ゆ き ぐ に 大 和 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

４�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

５�
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７７－２１１１ゆ き ぐ に 大 和 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

６�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
六 日 町 病 院�７８２－０１３０中 之 島 診 療 所１２：００   ～  １８：００

１２�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

１３�
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７７－２１１１ゆ き ぐ に 大 和 病 院１８：００～翌朝６：００
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７３－３２１１中 澤 医 院１２：００   ～  １８：００

１９�
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７７－２１１１ゆ き ぐ に 大 和 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

２０�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
六 日 町 病 院�７７８－００８８萌気園二日町診療所１２：００   ～  １８：００

２６�
六 日 町 病 院�７７２－７１１１六 日 町 病 院１８：００～翌朝６：００
休 日 救 急 診 療 所�７７３－６６８８休 日 救 急 診 療 所 ９：００   ～  １６：３０

２７�
ゆ き ぐ に 大 和 病 院�７７７－２１１１ゆ き ぐ に 大 和 病 院１８：００～翌朝６：００

◎保健医療センターでは２４時間、救急患者を診療する体制をとっていて、当番にあたっていない日でも対応して
います。もし救急で受診されたい時は、まず保健医療センター（℡７８０－６５４３）までご連絡ください。ホームペー
ジ（����������	
	������）で保健医療センターの利用等についてご覧いただけます。

※
救
急
診
療
当
番
は
変
更
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に   

 
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

※問い合わせ 日曜・祝日 休日救急診療所 ℡ 773 － 6688

 その他の日 南魚沼市消防本部 ℡ 782 － 1991
   （テレホンガイド）

※脳神経外科の休日救急医療 斎藤記念病院 ℡ 773 － 5111

まちのうごまちのうごきき
（前年比）４月１日現在３月届出分

（－ 17）4,298男3出生

（－ 65）4,310女9死亡

（－ 82）8,608計47転入

（＋ 22）3,224世帯92転出

増減昨年本年

＋５件１４件１９件発 生 件 数

± ０人０人　０人死 亡 者 数

－５人２７人２２人負 傷 者 数

（１月１日～３月３１日）

■湯沢町の交通事故発生状況■ 観
光
周
遊
バ
ス
「
ゆ
う
ゆ
う
号

観
光
周
遊
バ
ス
「
ゆ
う
ゆ
う
号
」」

運
行
期
間
の
変
更
に
つ
い

運
行
期
間
の
変
更
に
つ
い
てて

例
年
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
か
ら　

月
ま
で
の
週
末
と
、
夏
休
み
期

１１

間
に
運
行
し
て
い
た「
ゆ
う
ゆ
う
号
」は
、今
年
度
よ
り
運
行
期
間
が
変
更

と
な
り
、
夏
休
み
期
間
中
の
み
の
運
行
と
な
り
ま
し
た
。

【
運
行
区
間
】 

湯
元
〜
越
後
湯
沢
駅
西
口
〜
レ
ジ
ャ
ー
プ
ー
ル
オ
ー
ロ
ラ

 

〜
湯
沢
フ
ィ
ッ
シ
ン
グ
パ
ー
ク

【
運
行
日
】 

７
月　

日
（
土
）
〜
９
月
２
日
（
日
）
の
毎
日

２１

 

1
日
６
往
復

【
問
い
合
わ
せ
】
産
業
観
光
課
観
光
交
流
班　

℡
７
８
４
・
４
８
５
０

�

�

�

�

�����������������

�����������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
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�
�
�
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